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岡
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－
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三
〇
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泉
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今
泉　

義
文

松
尾
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喜
男

福
岡
県
太
宰
府
市
梅
香
苑
二

－

一
一

－
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三
、　

四
、
二
三

近
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進
也
後
援
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近
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進
也

福
岡
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賀
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水
巻
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三

－
三

－
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九

三
、　
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、
三
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や
ま
恵
子

後
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松
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井
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恭
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福
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県
大
牟
田
市
今
山
七
二
〇

－

三

三
、　

四
、
二
六

七
政
会

坂
田　

邦
宏
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添　

幹
子

福
岡
県
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や
ま
市
瀬
高
町
小
川
六
七
〇

三
、　

四
、
二
八

柴
田
よ
し
の
ぶ

後
援
会

青
木　

勝
弘

青
木　

孝
子

福
岡
県
中
間
市
長
津
三

－

二
一

－

一

三
、　

四
、　

一

す
べ
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は
京
築

と
田
川
、
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し

て
、
あ
な
た
の

た
め
に

大
楠　

一
隆

中
川　

文
子

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
椎
田
九
六
八

－

一
五

三
、　

四
、
一
三

馬
場
礼
子
後
援

会
事
務
所

馬
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礼
子

黒
岩　

公
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福
岡
県
太
宰
府
市
宰
府
五

－

二
六

－

二
二
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デ
ィ
ハ
ウ
ス
Ａ

－

一
〇
四
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三
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六

丸
山
た
く
じ
後

援
会

丸
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卓
嗣

久
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崇
浩

福
岡
県
糟
屋
郡
志
免
町
吉
原
五
一
五

－

三

三
、　

四
、
二
六

み
の
り
あ
る
な

か
ま
の
会

下
村　

美
則

下
村　

華
子

福
岡
県
中
間
市
中
間
一

－

四

－

三

三
、　

四
、　

六

山
元
秀
一
後
援

会

高
原　

弘
則

山
元　

京
子

福
岡
県
宮
若
市
磯
光
一
二
六
九

－

六
一

三
、　

四
、　

九

優
国
結
社　

粋

心
会

袋　
　

正
文

袋　
　

正
文

福
岡
県
福
岡
市
東
区
箱
崎
二

－

二
七

－

四

－

二
〇
五

三
、　

四
、
一
二

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
二
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治
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る
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県
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会
委
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藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
う
き

は
市
支
部

諌
山　
　

勝

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

福
岡
県
う
き
は

市
浮
羽
町
三
春

五
五
五

－

三
二

諌
山　
　

勝

福
岡
県
う
き

は
市
吉
井
町

一
四
〇
七

－

一

松
尾　

好
幸

三
、　

三
、
二
九

自
由
民
主
党
福
岡

県
郵
政
政
治
連
盟

支
部

古
賀　

秀
策

会
計
責
任
者
の

氏
名

笠　

敬
次
朗

秋
枝　

克
典

三
、　

四
、　

一

日
本
維
新
の
会
衆

議
院
福
岡
県
第
10

選
挙
区
支
部

西
田　

主
税

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
門
司
区
柳
町

二

－

二

－

二
二

福
岡
県
北
九

州
市
門
司
区

大
字
白
野
江

二
七
五
〇

三
、　

四
、
一
三

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

大
川
三
潴
薬
剤
師

連
盟

坂
本　

泰
敏

会
計
責
任
者
の

氏
名

菰
方　

康
弘

樋
口　

耕
司

三
、　

四
、　

一

丘
政
会

堤　

か
な
め

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
春
日
市

春
日
原
北
町

四

－

四
六　

ボ

ヌ
ー
ル
春
日
原

一
〇
一
号

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
東
公
園

五

－

一
八
ヴ
ェ

ル
ゾ
ン
東
公
園

二
〇
一
号

三
、　

四
、
二
〇 

さ
き
や
ま
恵
子
後

援
会

松
藤　

政
春

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
大
牟
田

市
今
山
七
二
〇

－

三

福
岡
県
大
牟
田

市
東
新
町
二

－

三

－

三

一
、　

六
、　

一 
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市
民
が
つ
く
る
政

治
の
会　

福
岡
支

部

大
庭
千
賀
子

政
治
団
体
の
名

称

市
民
が
つ
く
る

政
治
の
会　

福

岡
支
部

日
本
母
親
連
盟

福
岡
支
部

三
、　

四
、　

一 

下
川
と
し
ひ
で
後

援
会

嶋
田　

牧
夫

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
中
間
市

岩
瀬
一

－

一
一

－

二
二

福
岡
県
中
間
市

岩
瀬
二

－

三

－

一
八

三
、　

四
、　

五

田
口
よ
し
ひ
ろ
後

援
会

仰
木　

節
夫

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

仰
木　

節
夫

瀧
本
三
紀
男

松
崎　

英
人

牧
坂　

國
雄

三
、　

四
、　

一 

田
代
さ
だ
む
後
援

会

田
代　
　

勘

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡

粕
屋
町
大
字
大

隈
八
八
〇

福
岡
県
糟
屋
郡

粕
屋
町
大
字
大

隈
一
三
二
七

三
、　

四
、
二
三

田
中
広
明
後
援
会

田
中　

広
明

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
三
潴
郡

大
木
町
大
字
絵

下
古
賀
一
九
七

－

六　

グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
あ
じ

さ
い

福
岡
県
久
留
米

市
城
島
町
城

島
五
四
二

－

九　

内
茂
手
住
宅
二

棟
三
二
号

三
、　

四
、　

一

堤
か
な
め
後
援
会

堤　
　
　

寛

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
春
日
市

春
日
原
北
町

四

－

四
六　

ボ

ヌ
ー
ル
春
日
原

一
〇
一
号

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
東
公
園

五

－
一
八
ヴ
ェ

ル
ゾ
ン
東
公
園

二
〇
一
号

三
、　

四
、
二
〇

中
村
よ
し
お
を
育

て
る
会

中
村　

義
雄

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
足

原
一

－
一
二

－

六

－
四
〇
一

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区

足
原
二

－

一

－

三
九

二
、
一
〇
、　

一

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
大
木
町
支
部

近
藤　

純
久

会
計
責
任
者
の

氏
名

高
田　

和
久

石
橋　

和
博

三
、　

四
、　

一

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
大
野
城
市
支

部

花
田　

稔
之

会
計
責
任
者
の

氏
名

伊
藤　

和
久

松
本　

環
岐

三
、　

四
、　

一

ふ
く
お
か
市
民
政

治
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

伊
東　

洋
子

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

伊
東　

洋
子

林
田　

公
子

山
本　

真
理

水
野
美
由
紀

三
、　

三
、
二
七

ふ
く
お
か
市
民
政

治
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
宗
像

中
野　
　

綾

会
計
責
任
者
の

氏
名

田
中
る
み
子

林
田　

公
子

三
、　

四
、　

一

福
田
健
次
後
援
会

福
田　
　

浩

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
中
間
市

上
蓮
花
寺
四

－

一

－

五

福
岡
県
中
間
市

大
字
上
底
井
野

八
三
六

－

一
サ

ヤ
ン
テ
ラ
ス
Ｂ

－

三

三
、　

四
、　

一 

む
ち
ま
な
お
ず
み

後
援
会

鞭
馬　

直
澄

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡

粕
屋
町
甲
仲
原

一

－

二

－

六

福
岡
県
糟
屋
郡

粕
屋
町
甲
仲
原

三

－

一

－

二
三

三
、　

四
、
一
五

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
第
七
支
部

木
村　

年
伸

三
、　

三
、
二
九

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

太
田
け
ん
さ
く
後
援
会

安
河
内
勢
士

三
、　

四
、
二
〇

こ
く
ぶ
孝
徳
後
援
会

国
分　

孝
徳

二
、
一
二
、
三
一

小
島
て
る
え
後
援
会

小
島　

輝
枝

二
、
一
〇
、
二
九

こ
ん
ど
う
進
也
後
援
会
「
む
ぎ
の
会
」

近
藤　

進
也

二
、
一
二
、
三
一

さ
き
や
ま
恵
子
後
援
会

松
藤　

政
春

二
、
一
二
、
三
一

清
流
の
会

芳
野　

直
人

三
、　

三
、
三
一

中
村
よ
し
お
後
援
会

長
澤　

純
人

二
、　

九
、
三
〇

福
崎
ト
ビ
オ
後
援
会

福
崎　

智
之

三
、　

四
、
二
三

平
和
と
く
ら
し
，
人
を
た
い
せ
つ
に
・
明
る
く
暖
か
い
市
政
を

つ
く
る
会

永
尾　

廣
久

二
、　

二
、
二
〇

丸
山
た
く
じ
後
援
会

丸
山　

卓
嗣

三
、　

四
、
二
六

師
岡
よ
し
み
後
援
会

師
岡　

愛
美

二
、
一
二
、
三
一
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

近
藤　

進
也

水
巻
町
議
会
議

員

近
藤
進
也
後
援

会

福
岡
県
遠
賀
郡
水
巻
町
頃
末
北
三

－

三

－

三
九

三
、　

四
、
三
〇

志
岐　

玲
子

衆
議
院
議
員

し
き
玲
子
後
援

会

福
岡
県
田
川
市
中
央
町
三

－
六
五

三
、　

四
、　

五

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

田
代　
　

勘

田
代
さ
だ
む

後
援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡

粕
屋
町
大
字
大

隈
八
八
〇

福
岡
県
糟
屋
郡

粕
屋
町
大
字
大

隈
一
三
二
七

三
、　

四
、
二
三

堤　

か
な
め

丘
政
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
春
日
市

春
日
原
北
町
四

－

四
六　

ボ
ヌ

ー
ル
春
日
原

一
〇
一
号

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
東
公
園

五

－

一
八
ヴ
ェ

ル
ゾ
ン
東
公
園

二
〇
一
号

三
、　

四
、
二
〇

中
村　

義
雄

中
村
よ
し
お

を
育
て
る
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
足

原
一

－

一
二

－

六

－

四
〇
一

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
足

原
二

－

一

－

三

九

二
、
一
〇
、　

一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

国
分　

孝
徳

こ
く
ぶ
孝
徳
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

小
島　

輝
枝

小
島
て
る
え
後
援
会

二
、
一
〇
、
二
九

近
藤　

進
也

こ
ん
ど
う
進
也
後
援
会
「
む
ぎ
の
会
」

二
、
一
二
、
三
一

福
崎　

智
之

福
崎
ト
ビ
オ
後
援
会

三
、　

四
、
二
三

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部
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政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡

県
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー

ジ
師
支
部

古
賀
慶
之
助

矢
津
田
善
仁

福
岡
県
福
岡
市
博
多

区
博
多
駅
前
四

－

五

－

一
二

○

三
、　

五
、
二
四

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

阿
部
つ
ね
ひ
さ
後
援
会

阿
部　

恒
久

阿
部　

尚
子

福
岡
県
糟
屋
郡
久
山
町
久
原
三
六

六
八

三
、　

五
、
二
一

今
田
勝
正
後
援
会

今
田　

勝
正

寺
脇
美
代
子

福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
幸
町
六

－

二

三
、　

五
、
二
〇

信
田
博
見
後
援
会

篠
田　

孝
夫

信
田
由
美
子

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
越
路

一
〇
〇
四

－

一
二

三
、　

五
、
一
一

末
松
ゆ
た
か
後
援
会

末
松　
　

裕

末
松　

智
子

福
岡
県
糟
屋
郡
久
山
町
大
字
久
原

一
八
四
三

－
一
一
七

三
、　

五
、
二
七

関
健
児
後
援
会

関　
　

健
児

馬
場
眞
知
子

福
岡
県
う
き
は
市
浮
羽
町
朝
田

八
三
四

－

二

三
、　

五
、
一
四

田
中
ひ
ろ
な
お
後
援
会

田
中　

大
直

田
中　

太
道

福
岡
県
中
間
市
岩
瀬
一

－

二
五

－

二
二

三
、　

五
、
一
八

断
韓
ク
ラ
ブ

永
嶋　

良
平

岩
倉　

久
徳

福
岡
県
嘉
麻
市
飯
田
五
〇
〇

－

二

三
、　

五
、
一
九

中
島
ひ
で
き
後
援
会

中
島　

秀
樹

中
島　

秀
樹

福
岡
県
朝
倉
市
桑
原
三
五
〇

三
、　

五
、
一
四

日
本
再
建
協
議
会

佐
藤　

瀧
夫

大
西　

一
志

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
住
吉
五

－

一
九

－

二

三
、　

五
、　

七

花
田
尚
彦
後
援
会

花
田　

尚
彦

花
田　

敏
彦

福
岡
県
宮
若
市
本
城
一
一
〇
八

三
、　

五
、
一
八

吉
原
ひ
で
き
後
援
会

吉
原　

秀
樹

柏
木　

栄
二

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
松
丸

一
八
二

－

二

三
、　

五
、
二
八

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
小

倉
北
支
部

山
本
慎
一
郎

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
片

野
四

－

一
二

－

一
〇

櫨
本　

健
一

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
砂

津
一

－

六

－

二

五

－

三
〇
二

德
永　

晃
久

三
、　

四
、
二
八

立
憲
民
主
党
福

岡
県
第
１
区
総

支
部

坪
田　
　

晋

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
吉
塚
二

－

三

－

五　

フ

ル
ー
ル
井
上
一

Ｆ

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
博
多
駅

前
三

－

一
〇

－

二
六　

ス
コ
ー

レ
博
多
五
〇
一

三
、　

五
、
二
〇

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

井
上
じ
ゅ
ん
こ

を
応
援
す
る
会

井
上　

純
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
米

町
一

－

一

－

一　

小
倉
駅
前
ひ
び

き
ビ
ル
六
階

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
西
区
黒

崎
五

－

一

－

二

七

－

二
階

三
、　

五
、　

一

小
宮
け
い
子
後

援
会

小
宮　

敬
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
門
司
区
原
町

別
院
四
番
二
五

号

福
岡
県
北
九
州

市
門
司
区
原
町

別
院
四

－

二
五　

福
島
司
事
務
所

内

三
、　

四
、　

一 
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秀
友
会

塩
川　

宣
子

政
治
団
体
の
名

称代
表
者
の
氏
名

秀
友
会

塩
川　

宣
子

し
お
か
わ
秀
敏

後
援
会

塩
川　

秀
敏

三
、　

五
、
一
八

誠
友
会

服
部
誠
太
郎

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
千
代
三

－

三

－

四　

第

一
五
岡
部
ビ
ル

四
階

福
岡
県
福
岡
市

東
区
和
白
東
二

－

二
五

－

二
九

三
、　

四
、
一
六

西
田
ま
な
ぶ
後

援
会

西
田　
　

学

会
計
責
任
者
の

氏
名

石
橋　

直
樹

西
田
ワ
キ
ヨ

三
、　

五
、　

四

堀
江
政
洋
後
援

会

太
田　
　

洋

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
田
川
郡

福
智
町
弁
城
二

三
二
〇

福
岡
県
田
川
郡

福
智
町
弁
城
二

四
四
八

三
、　

五
、
一
〇

躍
進
す
る
福
岡

の
会

相
場　

公
博

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
千
代
三

－

三

－

四　

第

一
五
岡
部
ビ
ル

四
階

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
博
多
駅

南
四

－

二

－

一
〇　

南
近
代

ビ
ル
一
階

三
、　

四
、
一
六

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

立
憲
民
主
党
福
岡
県
第
５
区
総
支
部

若
子　

直
也

三
、　

五
、
一
四

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

今
田
勝
正
後
援
会

今
田　

勝
正

二
、
一
二
、
三
一

お
お
く
ま
博
文
後
援
会

大
熊　

博
文

二
、
一
二
、
三
一

小
川
洋
後
援
会

松
尾　

新
吾

三
、　

四
、
三
〇

柏
木
大
道
後
援
会

柏
木　

大
道

三
、　

五
、
一
一

か
わ
む
ら
好
浩
後
援
会

田
代　

健
志

二
、
一
二
、
三
一

木
村
優
子
後
援
会

木
村　

優
子

三
、　

四
、
一
五

小
松
新
一
後
援
会

小
松　

盛
忠

三
、　

五
、
二
五

信
田
博
見
後
援
会

篠
田　

孝
夫

二
、
一
二
、
三
一

翔
洋
会

小
川　
　

洋

三
、　

四
、
三
〇

関
健
児
後
援
会

関　
　

健
児

二
、
一
二
、
三
一

中
島
ひ
で
き
後
援
会

中
島　

秀
樹

二
、
一
二
、
三
一

平
本
さ
お
り
後
援
会

平
本　

沙
織

二
、
一
二
、
三
一

福
岡
県
の
未
来
を
つ
く
る
会

松
尾　

新
吾

三
、　

四
、
三
〇

福
岡
県
民
の
会

松
田
峻
一
良

三
、　

四
、
三
〇

み
の
り
あ
る
な
か
ま
の
会

下
村　

美
則

三
、　

四
、
二
二

吉
原
ひ
で
き
後
援
会

吉
原　

秀
樹

二
、
一
二
、
三
一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

関　
　

健
児

う
き
は
市
議
会

議
員

関
健
児
後
援
会

福
岡
県
う
き
は
市
浮
羽
町
朝
田

八
三
四

－

二

三
、　

五
、
一
四
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中
島　

秀
樹

朝
倉
市
議
会
議

員

中
島
ひ
で
き
後

援
会

福
岡
県
朝
倉
市
桑
原
三
五
〇

三
、　

五
、
一
四

花
田　

尚
彦

福
岡
県
議
会
議

員

花
田
尚
彦
後
援

会

福
岡
県
宮
若
市
本
城
一
一
〇
八

三
、　

五
、
一
七

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

服
部
誠
太
郎

誠
友
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
千
代
三

－

三

－

四　

第

一
五
岡
部
ビ
ル

四
階

福
岡
県
福
岡
市

東
区
和
白
東
二

－
二
五

－

二
九

三
、　

四
、
一
六

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

今
田　

勝
正

今
田
勝
正
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

小
川　
　

洋

翔
洋
会

三
、　

四
、
三
〇

柏
木　

大
道

柏
木
大
道
後
援
会

三
、　

五
、
一
一

木
村　

優
子

木
村
優
子
後
援
会

三
、　

四
、
一
五

塩
川　

秀
敏

し
お
か
わ
秀
敏
後
援
会

三
、　

五
、
一
四

関　
　

健
児

関
健
児
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

中
島　

秀
樹

中
島
ひ
で
き
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

平
本　

沙
織

平
本
さ
お
り
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
部
か
お
り
後
援
会

前
村
か
お
り

前
村
か
お
り

福
岡
県
大
野
城
市
錦
町
一

－

二

－

二
三

－

四
〇
一

三
、　

六
、　

七

つ
る
が
繁
和
後
援
会

鶴
我　

繁
和

柿
原　

正
広

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
香
春

九
九
一

－

一

三
、　

六
、
一
〇

な
が
と
し
恭
子
後
援
会

永
利　

恭
子

中
舘　

文
洋

福
岡
県
大
野
城
市
東
大
利
二

－

七

－

二
一　

プ
レ
ジ
ー
ル
八
〇
三

三
、　

六
、
二
五

福
岡
県
商
工
政
治
連
盟

筑
紫
野
市
支
部

髙
野　

德
美

仲
村　
　

剛

福
岡
県
筑
紫
野
市
湯
町
三

－

二

－

五

三
、　

六
、
二
五

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
四
号



令和３年11月19日　金曜日 8第252号 増刊①
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡

県
北
九
州
市
小
倉

北
区
第
九
支
部

佐
藤　

栄
作

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区

大
畠
三

－

二

－

三
八　

勝
本
ビ

ル
一
Ｆ

嶋
田　

勇
太

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
熊

本
一

－

二

－

一

－

二
〇
六

安
部　

幸
治

三
、　

六
、　

七

自
由
民
主
党
宮
若

・
鞍
手
郡
連
合
支

部

工
藤　

英
昭

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
尾
ハ
ギ
子

石
松　

政
雄

三
、　

六
、　

四

日
本
維
新
の
会
衆

議
院
福
岡
県
第
４

選
挙
区
支
部

阿
部　

弘
樹

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－
一

－

八

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

一
〇

三
、　

六
、　

一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

阿
部
弘
樹
後
援
会

阿
部　

弘
樹

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

八

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

一
〇

三
、　

六
、　

一

飯
塚
医
師
連
盟

西
園　

久
德

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

西
園　

久
德

岩
見　

元
照

松
浦　

尚
志

西
園　

久
德

二
、　

六
、
二
六

う
み
が
め
会

阿
部　

弘
樹

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

八

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

一
〇

三
、　

六
、　

一

梅
ざ
わ
や
す
の
り

後
援
会

梅
澤　

恭
徳

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
中
間
市

深
坂
二

－

一
五

－

五

福
岡
県
中
間
市

蓮
花
寺
一

－

三

－

三　

Ｙ
Ｋ
ビ

ル
二
Ｆ

三
、　

六
、　

三 

北
九
州
市
獣
医
師

連
盟

西
間　

久
高

会
計
責
任
者
の

氏
名

村
田　

太
郎

吉
岡　
　

宏

三
、　

五
、
二
八

小
倉
薬
剤
師
政
治

連
盟

仙
敷　

義
和

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

仙
敷　

義
和

小
森
田
龍
彦

平
川　
　

剛

溝
上　
　

順

三
、　

五
、
二
二

志
免
町
商
工
政
治

連
盟

辻　
　

秀
治

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

辻　
　

秀
治

石
橋　

寛
治

伴　
　

義
信

辻　
　

秀
治

三
、　

六
、　

一

下
川
と
し
ひ
で
後

援
会

嶋
田　

牧
夫

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
中
間
市

岩
瀬
二

－

三

－

一
八

福
岡
県
中
間
市

岩
瀬
一

－

一
一

－

二
二

三
、　

六
、
二
二

田
中
し
ん
す
け
後

援
会

田
中　

慎
介

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

中
央
区
平
尾

五

－

四

－

三
六　

ア
イ
・
ア
ン
ド

・
エ
ル
平
尾

二
〇
一
号

福
岡
県
福
岡

市
中
央
区
平

尾
二

－

三

－

二
一　

城
戸
ビ

ル
二
〇
一

三
、　

六
、　

一

坪
田
晋
後
援
会

坪
田　
　

晋

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
吉
塚
二

－

三

－

五　

フ

ル
ー
ル
井
上
一

Ｆ山
田
由
美
子

福
岡
県
福
岡

市
博
多
区
博

多
駅
前
三

－

一
〇

－

二
六

－　

 

五
〇
一

坪
田
美
奈
子

三
、　

五
、
二
七 

坪
根
秀
介
後
援
会

坪
根　

秀
介

会
計
責
任
者
の

氏
名

広
畑　

正
光

岡
光　

隆
史

三
、　

六
、
一
一 

福
岡
県
獣
医
師
連

盟

野
原　

隆
士

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
村　
　

弘

衛
藤　

修
治

三
、　

六
、
一
三

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟

花
田　

稔
之

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
大
野
城

市
白
木
原
四

－

五

－

一
一

花
田　

稔
之

小
島　

良
俊

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
吉
塚
本

町
九

－

一
五
中

小
企
業
振
興
セ

ン
タ
ー
七
Ｆ

城
戸
津
紀
雄

今
村　

修
二

三
、　

六
、　

一 

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
糸
田
町
支
部

田
代　
　

裕

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

田
代　
　

裕

古
原　

巧
司

竹
田　

照
美

田
代　
　

裕

三
、　

六
、　

一

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
岡
垣
町
支
部

小
早
川
敬
義

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

小
早
川
敬
義

花
田　

周
一

藤
岡　
　

登

早
苗　

泰
博

三
、　

六
、　

一

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
遠
賀
町
支
部

福
田　

秀
徳

代
表
者
の
氏
名

福
田　

秀
徳

安
部
喜
美
雄

三
、　

六
、　

一
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福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
嘉
麻
市
支
部

益
田　

政
利

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

益
田　

政
利

嶋
田　

尋
美

野
見
山
利
三

益
田　

政
利

三
、　

六
、　

一 

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
久
留
米
南
部

支
部

上
野　

賢
二

代
表
者
の
氏
名

上
野　

賢
二

中
野　

良
光

三
、　

六
、　

一

福
岡
県
商
工
政
治

連
盟
宗
像
市
支
部

吉
田
眞
士
男

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

吉
田
眞
士
男

松
尾　

幸
正

永
島　

勝
次

福
原　

洋
二

三
、　

六
、　

一

福
岡
県
農
政
連
八

女
支
部
筑
後
地
区

近
藤　

和
久

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

近
藤　

和
久

實
本　
　

太

田
中　
　

登

井
口　

幸
彦

三
、　

六
、
一
八

福
岡
県
福
岡
地
区

税
理
士
政
治
連
盟

赤
木　

保
之

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

赤
木　

保
之

草
場　

明
子

岡　
　

正
典

西
野
龍
太
郎

三
、　

六
、
一
五

ふ
く
お
か
市
民
政

治
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
那
珂
川

林
田　

徳
子

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

林
田　

徳
子

田
中
あ
す
み

稲
生
茉
莉
子

大
久
保
紘
子

三
、　

五
、
一
九

福
岡
地
区
ト
ラ
ッ

ク
政
治
研
究
会

中
村　
　

司

代
表
者
の
氏
名

中
村　
　

司

中
嶋　

利
文

三
、　

五
、
二
七

山
田
哲
也
後
援
会

山
田　

哲
也

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡

新
宮
町
新
宮

一
一
九

福
岡
県
糟
屋
郡

新
宮
町
新
宮

二
三
一

－

一
ア

ト
ラ
ス
新
宮

五
〇
一
号

二
、　

四
、
一
三

Ｌ
ｏ
ｃ
ａ
ｌ
Ｐ
ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｙ
孫
悟

九

大
島
九
州
男

公
職
の
種
類
（

第
一
号
）

公
職
の
候
補
者

の
氏
名
及
び
公

職
の
種
類
（
第

二
号
）

衆
議
院
議
員

大
島
九
州
男
、

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

大
島
九
州
男
、

参
議
院
議
員

二
、
一
一
、
二
〇

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

岩
木
久
明
後
援
会

岩
木　

久
明

二
、
一
二
、
三
一

刷
新
の
会

梶
谷　
　

登

二
、
一
二
、
三
一

福
岡
県
商
工
政
治
連
盟
筑
紫
野
市
支
部

髙
野　

德
美

三
、　

三
、
三
一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

前
村
か
お
り

大
野
城
市
議
会

議
員

岡
部
か
お
り
後

援
会

福
岡
県
大
野
城
市
錦
町
一

－

二

－

二
三

－

四
〇
一

三
、　

六
、　

七

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

阿
部　

弘
樹

阿
部
弘
樹
後

援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

八

福
岡
県
福
津
市

西
福
間
二

－

一

－

一
〇

三
、　

六
、　

一
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大
島
九
州
男

Ｌ
ｏ
ｃ
ａ
ｌ

Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｔ

ｉ
ｃ
ａ
ｌ
Ｐ

ａ
ｒ
ｔ
ｙ
孫

悟
九

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

参
議
院
比
例
区

二
、
一
一
、
二
〇

田
中　

慎
介

田
中
し
ん
す

け
後
援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

中
央
区
平
尾
五

－

四

－

三
六　

ア
イ
・
ア
ン
ド

・
エ
ル
平
尾
二

〇
一
号

福
岡
県
福
岡
市

中
央
区
平
尾
二

－

三

－

二
一

城
戸
ビ
ル
二
〇

一

三
、　

六
、　

一

坪
田　
　

晋

坪
田
晋
後
援

会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
吉
塚
二

－

三

－

五　

フ

ル
ー
ル
井
上
一

Ｆ

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
博
多
駅

前
三

－

一
〇

－

二
六

－

五
〇
一

三
、　

五
、
二
七

山
田　

哲
也

山
田
哲
也
後

援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡

新
宮
町
新
宮
一

一
九

福
岡
県
糟
屋
郡

新
宮
町
新
宮
二

三
一

－

一
ア
ト

ラ
ス
新
宮
五
〇

一
号

二
、　

四
、
一
三

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

岩
木　

久
明

岩
木
久
明
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
十
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中

北
九
州
市

ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
二
〇
二
一
世
界
体
操
・
新
体
操
選
手
権
北

九
州
大
会
関
係
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
市

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

古
賀
市

福
津
市

糸
島
市

那
珂
川
市

糟
屋
郡

久
留
米
市

久
留
米
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉
市

朝
倉
郡

三
井
郡

一　

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
総
合
企

画
・
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ス
ポ
ー
ツ
の
奨
励
及
び
ス
ポ
ー
ツ
行

事
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
助
言
に
関

す
る
こ
と
。

四　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
者
の
養
成

及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ

事
務
関
係

直
方
市

北
九
州
市

直
方
市

中
間
市

宮
若
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
を
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飯
塚
市

飯
塚
市

田
川
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

田
川
郡

筑
後
市

大
牟
田
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

み
や
ま
市

三
潴
郡

八
女
郡

豊
前
市
行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡

福
岡
市

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

古
賀
市

福
津
市

糸
島
市

那
珂
川
市

糟
屋
郡

久
留
米
市

久
留
米
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉
市

朝
倉
郡

三
井
郡

一　

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
総
合
企

画
・
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ス
ポ
ー
ツ
の
奨
励
及
び
ス
ポ
ー
ツ
行

事
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
助
言
に
関

す
る
こ
と
。

四　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
者
の
養
成

及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ

事
務
関
係

直
方
市

北
九
州
市

直
方
市

中
間
市

宮
若
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
に

飯
塚
市

飯
塚
市

田
川
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

田
川
郡

筑
後
市

大
牟
田
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

み
や
ま
市

三
潴
郡

八
女
郡

豊
前
市
行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡

改
め
る
。附

　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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